
令和３年松前町規則第２号 

松前町指定居宅介護支援事業者の指定に関し必要な事項並びに指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例施 

行規則の一部を改正する規則を次のように公布する。 

  令和３年３月29日 

 

松前町長 岡 本  靖 

 

  松前町指定居宅介護支援事業者の指定に関し必要な事項並びに指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例

施行規則の一部を改正する規則 

 松前町指定居宅介護支援事業者の指定に関し必要な事項並びに指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例施行

規則（平成30年松前町規則第８号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改   正   後 改   正   前 

 （趣旨）  （趣旨） 

第１条 この規則は、松前町指定居宅介護支援事業者の指定に関し

必要な事項並びに指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関

する基準を定める条例（平成30年松前町条例第12号。以下「条

例」という。）第13条第２項、第32条第２項及び第35条の規定に

基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

第１条 この規則は、松前町指定居宅介護支援事業者の指定に関し

必要な事項並びに指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関

する基準を定める条例（平成30年松前町条例第12号。以下「条

例」という。）第13条第２項及び第32条第２項    の規定に

基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

第２条 省略 第２条 省略 

 （管理者の資格要件の適用の猶予）  

第３条 条例第６条第２項ただし書に規定するやむを得ない理由

は、次のとおりとする。 

 

 (1) 管理者が死亡したこと。  



 (2) 管理者に長期療養等健康上の問題が発生したこと。  

(3) 管理者が急に退職したこと。  

 (4) その他不測の事態と町長が認める事由が発生したこと。  

２ 条例第６条第２項ただし書の規定により介護支援専門員を管理

者として置く期間は、１年とするものとする。 

 

３ 前項の規定にかかわらず、利用者保護の観点から特に必要があ

ると町長が認めるときは、同項の期間を１年間延長することがで

きる。その後も同様とする。 

 

４ 条例第６条第２項ただし書の規定の適用を受けようとする者

（前項の規定により第２項の期間を延長しようとする者を含

む。）は、介護支援専門員を管理者とする旨の届出書（別記様

式）によりその旨を町長に届け出なければならない。 

 

第４条 省略 第３条 省略 

第５条 省略 第４条 省略 

 （準用）  （準用） 

第６条 第４条の規定は、基準該当居宅介護支援を行う場合につい

て準用する。 

第５条 第３条の規定は、基準該当居宅介護支援を行う場合につい 

て準用する。 

２ 省略 ２ 省略 

附則の次に次の様式を加える。  



  
附 則 

 この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

別記様式（第３条関係）

年　　月　　日

　松前町長　　　　様

法人名

届出者

代表者職・氏名

　１　主任介護支援専門員を管理者とすることができなくなった不測の事態

　２　主任介護支援専門員を管理者とすることが困難である理由

　３　２の理由が解消される見込み

（※解消の見込みに係る計画内容（方法、工程等）を具体的に記載すること。）

解消見込時期　　　年　　　月

介護支援専門員を管理者とする旨の届出書

介護保険事業所番号

事業所
所在地

名　称


